
B:日本標準産業分類第14回改定に関する国・地方公共団体等からの意見に際する改定原案への反映
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番

提出元 大分類 分類番号等 内容 意 見 等 理 由 担当回 主担当省庁 対応案 対応案とする理由等

B-
50

総務省
G情報
通信業 G 説明文

回線とサーバーを使用させ、ソフトウエアを利用させるクラ
ウドコンピューティングについて、例示を追加いただきた
い。

クラウドコンピューティング業の何を主とみるかによって分類が異
なると思われるので、考え方を含めご教示いただきたい。

第９回
総務省
経済産業省

371固定電気通信業
3719 その他の固定通信業
○例示に「ICT基盤共用サービス業

（IaaS,PaaS）」を追加する。

401 インターネット附随サービス業
4012 アプリケーション・サービス・コンテンツ・

プロバイダ
現行の○例示を削除し、「ICTアプリケーション

共用サービス業（ASP事業，SaaS事業）；コンテ
ンツ配信プラットフォームサービス（放送に該当
しないもの）」に修正する。

また、本分類に該当するアプリケーションを提
供する事業（ASP事業、SaaS事業）と音楽、映像
等のコンテンツ配信事業は、生産技術の点では
同一であるが、生産するサービスは異なるた
め、説明文にそれらの事業を明記する。

「クラウドコンピューティング」について例示や考え方を日本標準産業
分類に追加すべきというご意見については、過去の検討を踏まえるべ
きと考える。

具体的には、2019年の「サービス分野の生産物分類」の検討の結果、
「クラウドサービスについては、事業者間における定義に幅があることか
ら、「クラウド」という用語は使わずに生産物分類を設定する」とされたと
ころ（研究会報告書P34）であり、これを踏まえ、わかりやすさや生産物
分類との整合性の観点から、今回の日本標準産業分類においても「ク
ラウド」という用語を使わないという上記結論を尊重した方がよいと考え
る。

（※）生産物分類では、「クラウドコンピューティング」ではなく、「ICT基
盤共用サービス（37002406）」と「ICTアプリケーション共用サービス
（40102103/40102106）」として分類。

B-
61

総務省

G情報
通信業

Ⅰ卸売業､
小売業

414 説明文

「電子書籍を出版している事業所」、「電子書籍を販売（配
信）している事業所」について、関係項目に例示の追加を
検討していただきたい。

現状の日標では不明瞭なため、説明表記や例示等を記載する
ことで分類を明確に示していただきたいため。

第９回 経済産業省 定義文の修正を行う。

「サービス分野の生産物分類（2019 年設定）」（総務省政策統括官（統
計基準担当）決定）において、「電子書籍」、「オンライン書籍」、「電子
雑誌」及び「オンライン雑誌」については、「4141 出版業」の主業として
の生産物として格付けされている。
他方、これらを含むデジタルコンテンツの配信プラットフォームを構築
し、ネットワーク経由で提供・配信するサービス（コンテンツ配信プラット
フォームサービス）については、「4012 アプリケーション・サービス・コン
テンツ・プロバイダ」の主業としての生産物であり、「6061 書籍・雑誌小
売業（古本を除く）」の主業としての生産物には該当しないものと思料す
る。
以上から、「4141 出版業」の定義文に電子出版も含まれることを追記
し、併せて、「4131 新聞業」については、新聞社がインターネットを通じ
て独自に記事のオンライン配信を行っていることを踏まえた定義文の修
正を行うこととする。

B-
75

総務省
J
金融業,保
険業

6614
6615

説明文

独立行政法人農林漁業信用基金については、
「6614 信用保証機関 例示：農林漁業信用基金（林業部
門）」
「6615 信用保証再保険機関 例示：農林漁業信用基金
（農業・漁業部門）」
と分かれて掲載されているが、事業所は単独と見受けられ
るため、例示の確認及び見直しを検討いただきたい。

パンフレット等で当該事業内容は見受けられるが、事業所は１
箇所であるため。

第６回 金融庁

以下の内容例示を削除する。

「6614 信用保証機関」
〇例示：「農林漁業信用基金（林業部門）」
×例示：「農林漁業信用基金（農業・漁業部門）
[6615]」のうち「（農業・漁業部門）」

「6615 信用保証再保険機関」
〇例示：「農林漁業信用基金（農業・漁業部
門）」のうち「（農業・漁業部門）」
×例示：「農林漁業信用基金（林業部門）
[6614]」

（独）農林漁業信用基金は単独の事業所であり、主たる事業である信
用保証再保険機関に分類されるため。

B-
76

総務省
J
金融業,保
険業

6619
6639

説明文

「資金決済に関する法律（平成二十一年法律第五十九
号）」が改正され（29年４月に施行）、暗号資産交換業が法
律で位置付けられたことから、説明表記や例示等を記載し
ていただきたい。

新しい業種で記載がないため、説明表記や例示等を記載する
ことで分類が明確になるため。

第６回 金融庁
改正資金決済法に基づき、「6619 その他の補

助的金融業，金融附帯業」の内容例示に、「暗
号資産交換業者」を追加する。

暗号資産交換業者は一体的に暗号資産代理業等を行っていることか
ら、「6619その他補助的金融業」への○例示追加が適切であると考え
る。

また、これに関連して、平成29年に貴省より、仮想通貨交換業（当時）
の分類について照会があり、これに基づき、現在、「6619その他補助的
金融業、金融付帯業」もしくは「6639その他の金融代理業」に分類して
いる。

ISIC(国際標準産業分類)改定の議論においては、新たな小分類項目
を立項せず、ガイダンスを充実させる方向性で議論がなされていること
から、第６回産業分類検討チームにて提案の通り、「6619 その他の補
助的金融業，金融附帯業」〇例示に暗号資産交換業を追加する。

なお、次々回の産業分類改定に当たっては、ISICの動向や暗号資産
交換業の事業規模等を把握の上、新規立項も含めた検討が必要となる
可能性がある。
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